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　認定農業者が計画した農業経営改善計画を実現するため、認定農業者相互が連絡協調と研鑽に努め、農業
経営の安定を図るとともに地域農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
　活動内容は、経営及び農家生活の改善等に必要な研修会・講演会・催事の開催等、及び技術改善に必要な
視察研修等の開催、また、上部団体である長崎県農業経営改善ネットワークの開催する研究・研修大会、認
定農業者トップセミナー（講演会）等への参加、認定農業者の優遇制度や統計資料など各種情報提供をする
こと。
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　農業経営改善計画を実現するため、認定農業者相互が連絡協調と研鑽に努め、農業経営の安定を図るとと
もに地域農業の健全な発展に寄与すること。
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平成19年度に創設され、当初は旧島原市と旧有明町時代の補助金額を合計して約1,900千円であったが、平
成27年度に10％カット、その後令和3年度に5％カット、更に令和4年度で10％カットしており、令和4年度当
初予算は1,462千円。
なお、令和2年度・3年度については、新型コロナウイルス感染防止のため活動自粛を余儀なくされたことか
ら、補助金交付額は活動実績に応じて支出している。
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：
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考
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備　　考

　島原市の主要産業である農業の、先導的な役割を果たす認定農業者協議会の支援を行うことは重要であると理解する
が、研修や視察などは、市が別に補助する島原市農業振興協議会等で分野別の取り組みもあるため、事業内容の削減を
検討することも必要ではないか。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性

　認定農業者は、農業者のなかでも、今後、規模拡大や地域の先導的な指
導者として活躍を期待される担い手である。農業は島原市の基幹産業であ
り、国内外での競争力強化のためにも、島原市として認定農業者の支援は
絶対的に欠かせないものである。
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　本協議会は認定農業者自らが、今後の農業経営の改善に向けた課題や目
標をもとに企画立案を行い事業を実施している。本協議会は現在活発な活
動を行っており、見直しの必要はない。
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  Ｂ　見直しのうえで実施
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　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）
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　認定農業者は、農業者のなかでも、今後、規模拡大や地域の先導的な指導者として、活躍を期待さ
れる担い手である。本協議会においても、講演会や研修会、また県農業経営改善ネットワークの事業
への参加など、活発な活動を行っており、本市農業の永続的な発展のため、今後も継続的な支援が必
要と考えられる。

　研修会や講演会及び先進地視察を行うことで、協議会員の知識や経営感
覚の向上を図ることでき、認定農業者の規模拡大や品質向上に繋がってい
る。
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補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


